
埋蔵文化財手続きの流れ 

 

① 窓口・FAX・電子メールで照会 

 

 

  ②埋蔵文化財包蔵地     隣接地・推定地     範囲外 ※⑧へ 

 

 

  ③文化財保護法第 93 条の届出提出 確認・協議依頼 

工事着手の 60 日前まで 

 

                           遺構等あり ※③へ 

④現地踏査（試掘）  

専門職員による現地確認。必要に応じて試掘。     遺構等なし  

 

 

⑤確認調査          工事立会 ※⑧へ     慎重工事 ※⑧へ 

開発面積の約 10％ 

 

 

⑥遺構等あり             遺構等なし ※⑧へ 

住居跡など 

     

 

⑦本調査（記録保存）          現状保存 

現状保存が難しい場合         遺跡保存のための協議 

＊費用は原則として原因者負担       保存協議書締結 

 

 

⑧工事着工 

 ＊工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、現状を変更することなく 

松戸市社会教育課へご連絡ください。 

 

 

※上記は基本的な事例であり、個々の事案については協議が必要です。 

※⑤⑦の発掘調査を行うための環境整備（建築物の解体や樹木伐採など）は原因者

（開発事業者等）側にお願いしています。 

※⑦は個人専用住宅（建売住宅は除く）や農地改良など補助金対象となる場合があ

ります。 


